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■「高齢者のための社会資源のしおり」作成にあたって 

日本では少子高齢化が進んでおり、2025年には団塊の世代が 75歳以上の後期高齢者になると予想さ

れています。亀山市においても高齢者人口が増加し、既存の公的なサービス等だけでなく「地域の力」を活

用しながら、高齢者を支えていく必要があります。 

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らしていけるよう生活支援・介護予防の仕組みづくりを進める

第 1 層・第 2 層生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）と基幹型地域包括支援センターが協働

で、高齢者の生活支援に活用できる地域内の社会資源を整理・共有し、ニーズとのマッチングに活用でき

るよう作成しました。このしおりは定期的に更新作業を行います。 

 

■ご利用にあたって 

今回掲載されている高齢者の生活支援に活用できる地域の社会資源は、地域住民や専門職に対して聞

き取り調査を行い、同意を得たものを掲載しています。また、情報は令和 5 年 3 月時点のものとなります。

今後、内容等が変更になる可能性もありますので、ご了承ください。サービス内容の詳細等に関しては、直

接記載の連絡先へお問い合わせください。また、サービスの利用にあたっては、内容・料金等をしっかりお

確かめの上、ご利用ください。 
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